
造林木販売のご案内 
 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター中国四国整備局（以下、

「中国四国整備局」という。）では、別表の物件において造林木の販売を計画して

おります。 

下記内容により、一般競争入札にて行いますので買受希望の方は、契約約款、入

札心得、及び現物を熟覧のうえ入札して下さるようご案内します。 

なお、「販売物件一覧表」においては、別途個別物件に係る情報となりますので、

ご覧になりたい方は、下記 URL にてご確認ください。 
（ＵＲＬ：https://www.green.go.jp/keiyaku/kokoku/index.html ）                                    
 

 

令和 ８年 ４月 ６日 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構  

森林整備センター 中国四国整備局 

                     局 ⾧   丹 保  博 人 

 

記 

 

１ 競争入札及び執行に付する事項 

 （１）入札  方   法：指定する場所への持参又は郵送 

        提 出 先：「販売物件一覧表」のとおり 

        期   限：      〃 

 （２）開札  場   所：岡山県岡山市北区下石井２－１－３ 

岡山第一生命ビル 中国四国整備局 会議室 

日   時：「販売物件一覧表」のとおり 

 

２ 競争参加資格 

（１）国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「当機構」という。）契約事務取扱

規程第７条及び第８条の規定に該当しない方であれば参加できます。なお、未成年

者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている方

についても同様です。 

（２）国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター（以下「森林整備センタ

ー」という。）における令和５年度から令和９年度の一般競争参加資格（造林木等

の販売）を有すると認められた方又は国有林野事業に属する林産物の売払契約に係

る一般競争に参加する資格（以下「国有林野参加資格」という。）の登録を受けて

いる方（以下「有資格者」という。）であること。※ 

 



（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている方または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている方は参加できません。なお、手続開始の決定後、上記(2)の再

認定を受けた方については、この限りではありません。 

（４）農林水産省又は当機構の指名停止を受けている期間中でない方は参加できます。 

 

※新たに当森林整備センターの資格取得を希望される方は、 

 入札書提出期限の２週間前までに下記３（１）宛てに申請書等の書類を提出の上、 

参加資格の認定を受けていただきます。詳しくは、下記 URL にてご確認ください。 

（ＵＲＬ：https://www.green.go.jp/keiyaku/shinsei/index.html ） 

 

３ 契約条項を示す場所及び問合せ先等 

（１）契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井二丁目 1 番 3 号 岡山第一生命ビル内 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 

森林整備センター 中国四国整備局 総務課 契約係・販売企画係 

電話：086-226-3295  FAX：086-231-6344 

E-Mail：chushi@green.go.jp 

（２）契約約款、入札心得の掲載場所 

   森林整備センターＨＰ/入札・契約情報/入札情報（造林木販売） 

  （ＵＲＬ：https://www.green.go.jp/keiyaku/kokoku/index.html ） 

 （３）販売物件に関する資料交付について 

期間：公告日から開札日の前日までの毎日、９時から１７時まで 

方法：上記３（1）から E-mail、又は現地説明会において交付します。 

E-mail による交付にあたっては、必ず公告日、物件番号、社名、住所、 

電話番号、代表者名、担当者名を明記の上、上記アドレスへ送信してくだ 

さい。当方より添付ファイルにより交付します。 

 

４ その他 

（１） 国有林野参加資格の登録を受けている方が入札に参加する場合は、同資格の 

資格確認通知書の写しを、又、競争参加資格審査申請書変更届を届け出ている場合  

は、その写し又は変更事項が確認できる書類を同封してください。 

 （２）この入札に係る入札保証金は免除します。 

（３）売買代金の納付期限は、売買契約締結日から３０日以内とします。 

（４）合法性・持続可能性の証明は、売買契約書に記載することにより証明します。 

（５）全ての手続きに係る期間において、行政機関の休日及び毎日の１２時から１３時 

までの間を除きます。 

（６）不明な点等があれば、上記３(1)の担当部署あてお問い合わせ下さい。 

 

 

以 上 



　下表の物件において、造林木の販売を計画しております。

　販売物件や予定年度等は、更新日時点のものであり変更する場合があります。

　なお、個別物件の詳しい情報等は、下記ＵＲＬ又はＱＲコードにてご確認ください。

主伐（皆伐） 更新日：

販売 管轄 主たる 面積 材積
予定年度 事務所 樹種 (ha) (㎥)

松江 仁多郡奥出雲町 26 -164001 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 2.88 1,916

松山 上浮穴郡久万高原町 26 -0490 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 11.17 4,810

四万十市竹屋敷 26 -1980 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 14.49 8,242

宿毛市平田町 26 -2317 ヒノキ 10.00 5,017

Ｒ９ 高知 宿毛市橋上町 27 -1745 ヒノキ 17.03

北宇和郡鬼北町 28 -0356 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ・ﾏﾂ 16.58

四万十市西土佐中半 28 -1268 ヒノキ 13.41

四万十市竹屋敷 28 -1618 ヒノキ 11.13

高岡郡越知町 28 -1746 ヒノキ 14.10

四万十市竹屋敷 28 -1815 ヒノキ 14.85

宿毛市小筑紫町 28 -2405 ヒノキ 6.67

松山 上浮穴郡久万高原町 29 -0849 ヒノキ 4.87

高岡郡梼原町 29 -0032 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 9.81

高岡郡梼原町 29 -0036 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 14.57

香美市物部町 29 -0162 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 10.02

四万十市西土佐中半 29 -0169 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 29.99

四万十市奥鴨川 29 -0486 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 5.92

四万十市奥鴨川 29 -0487 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 11.44

四万十市竹屋敷 29 -2053 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 9.11

新見市大佐大井野 30 -1058 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 8.50

新見市千屋井原 30 -1627 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 12.90

庄原市東城町 30 -0683 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 19.03

三次市布野町 30 -1937 ヒノキ 8.73

庄原市総領町 30 -2674 ヒノキ 2.43

Ｒ１１

直轄

広島

高知

高知

Ｒ８

Ｒ１０

松山

高知

造林木販売の見通し
（中国四国整備局）

令和8年4月6日

所在地
物件
番号

Ｒ１２
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　下表の物件において、造林木の販売を計画しております。

　販売物件や予定年度等は、更新日時点のものであり変更する場合があります。

　なお、個別物件の詳しい情報等は、下記ＵＲＬ又はＱＲコードにてご確認ください。

主伐（皆伐） 更新日：

販売 管轄 主たる 面積 材積
予定年度 事務所 樹種 (ha) (㎥)

造林木販売の見通し
（中国四国整備局）

令和8年4月6日

所在地
物件
番号

山口 山口市阿東生雲西分 30 -0902 ﾋﾉｷ・ﾏﾂ 11.00

宇和島市津島町 30 -0717 ヒノキ 8.88

北宇和郡鬼北町 30 -1739 ヒノキ 6.12

四万十市西土佐奥屋内 30 -0235 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 20.47

安芸郡北川村 30 -0570 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 7.12

高岡郡四万十町 30 -0934 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 13.46

四万十市西土佐津野川 30 -192901 ヒノキ 9.58

四万十市西土佐口屋内 30 -2271 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 8.05

室戸市佐喜浜町 30 -2572 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 14.00

松江 仁多郡奥出雲町 31 -0763 ｽｷﾞ・ｱｶﾏﾂ 10.38

庄原市西城町 31 -0015 スギ 19.90

三次市布野町 31 -2926 ヒノキ 7.19

松山 東温市松瀬川 31 -1832 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 15.00

香美市物部町 31 -0058 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 8.06

高岡郡中土佐町 31 -0346 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 10.00

高岡郡四万十町 31 -0368 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 8.30

高岡郡四万十町 31 -0369 ヒノキ 5.42

高岡郡四万十町 31 -0508 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 15.65

室戸市羽根町 31 -0710 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 20.00

高岡郡中土佐町 31 -0933 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 17.00

高岡郡越知町 31 -0953 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 15.00

高岡郡津野町 31 -1247 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 7.00

直轄 苫田郡鏡野町 32 -0028 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 7.72

広島 庄原市西城町 32 -0105 スギ 12.85

松山

→　次頁へ
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　下表の物件において、造林木の販売を計画しております。

　販売物件や予定年度等は、更新日時点のものであり変更する場合があります。

　なお、個別物件の詳しい情報等は、下記ＵＲＬ又はＱＲコードにてご確認ください。

主伐（皆伐） 更新日：

販売 管轄 主たる 面積 材積
予定年度 事務所 樹種 (ha) (㎥)

造林木販売の見通し
（中国四国整備局）

令和8年4月6日

所在地
物件
番号

周南市大字巣山 32 -0351 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 15.00

周南市大字鹿野上 32 -0476 ﾋﾉｷ・ﾏﾂ 20.79

高岡郡津野町 32 -0154 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 21.69

吾川郡いの町 32 -0171 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 7.00

高岡郡四万十町 32 -0244 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 8.50

安芸郡北川村 32 -0343 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 7.50

四万十市住次郎 32 -0680 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 11.58

高岡郡中土佐町 32 -0712 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 15.00

高岡郡四万十町 32 -1239 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 11.80

高岡郡中土佐町 32 -1246 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 12.00

室戸市佐喜浜町 32 -1504 ヒノキ 7.50

高岡郡四万十町 32 -1887 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 12.51

※個別物件に係る情報等               　　　この情報に関するお問い合わせは、

国立研究開発法人　森林研究・整備機構

森林整備センター　中国四国整備局

　　担　当：企　画　役

　　　電話：086-226-3295　FAX：086-231-6344

　      　　E-Mail：chushi@green.go.jp

（URL：https://www.green.go.jp/keiyaku/kokoku/index.html ）
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